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新型インフルエンザの国内発生に伴う対応について 

 
 ５月 16 日に、兵庫県で海外に渡航歴のない国内初の新型インフルエンザ患者が確認され感染者数が

日々激増しております。また、20 日には都内でも感染が確認されました。今後、都内での感染拡大に備

え、下記の点についてご協力をお願いいたします。 
 

記 
１ 保健所への報告について 
  5 月 19 日付で東京都私学部より次の通知がありました。 
   ① 各学校において、インフルエンザ様疾患による欠席者数が、同一クラス又は同一クラブで 3

名以上（教職員を含む）発生した場合、所轄保健所へご連絡願います。 
   ② 連絡を受けた保健所が、対象者およびその保護者に対し連絡し、同意の下、検体（咽頭ぬぐ

い液）を採取し、健康安全研究センターにおいて新型インフルエンザウイルスの分離・同定を

行います。 
  ※ 以上のように協力を求められています。このような状況になった場合は、保健所へ該当の方の

住所等の連絡をすることになります。保護者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 
２ 健康観察について 
 毎朝、登院前の検温・体調のチエックにご協力お願いいたします。 
 次のような症状はないか、チエックをお願いいたします。 
 （１） □ 高熱が出ている（38℃以上）    
  （２） □ 咳がでる   □ 咽頭痛がある  □ 鼻汁もしくは鼻づまり  
     □ 発熱（37℃以上）または悪寒    □ 頭痛    □ 下痢または嘔吐 
  ※ 38℃以上の熱か、上記（２）の症状のうち 2 つ以上がある場合は、登院を控え、受診してくだ

さい。また、ご家族に 7 日以内に新型インフルエンザまん延国（メキシコ・アメリカ（本土）・カ

ナダ）又は国内での発生地域及びその近隣での滞在歴がある場合は、直接医療機関を受診する前

に、保健所に設置されている発熱相談センターへ連絡し、指示に従ってください。 
 
３ 欠席について 
 ご家族の中に新型インフルエンザに罹患した方がでた場合は、登院せず、直ちに学校（主管）へご連

絡ください。その後の対応について指示いたします。 
 
４ 予防には、マスク・手洗い・うがい・咳エチケット 
 咳やくしゃみが出る場合や公共の交通機関を利用する際は、マスク着用を習慣づけましょう。外から

帰ったら、マスクを使い捨てます。次に丁寧に手と顔を洗い、うがいも行ってください。また、他の方

にウイルスをうつさないための「咳エチケット」は徹底していただくようお願いいたします。 
 
５ 外出を控える 
 必要のない外出はなるべく控えましょう。映画館、コンサートなど人の密集する所はできるだけ避け

ましょう。塾や習い事などどうしても出かけなければならないときは、マスク等を着用して自己防衛を

徹底してください。 


